
１．制度概要

【日中利用分】午前7時から午後10時まで　1時間当たり2,500円まで
【夜間利用分】午後10時から翌午前7時まで　1時間当たり3,500円まで

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち純然たる保育サービス提供対価（税込み）
◆クーポンや福利厚生、ポイント等を使用して割引きされた金額は、原則、保育料から差し引いて補助
金を計算します。（事業者が発行する領収書等で明確に保育料以外に充てていることが確認できる場
合を除く）

東京都が認定するベビーシッター事業者が対象となります。
※認定事業者のベビーシッターであっても、都が定める要件を満たしていない場合は補助が受けられ
ません。東京都が定める要件を満たしているベビーシッター（要件証明書が発行されます。）が対象と
なります。利用前に必ずご自身でご確認をお願いします。
※大田区では特定の認定事業者のご紹介や予約の取りやすさ、料金形態・運用形態などの情報は把握
しておりません。恐れ入りますが、申請者様ご自身で認定事業者へのご確認をお願いします。

⑥対象事業者

④補助上限金額

⑤補助対象利用料

①対象期間

②補助対象者

③利用上限時間

令和８年４月1日（水曜日）から令和９年3月31日（水曜日）までの利用分

未就学児（0歳から満6歳に達する年度の末日まで）の保護者
※障がい児については、満12歳に達する年度の末日までの児童の保護者
※ベビーシッター利用日時点で児童と同居し、大田区内に住民登録があることが必要です。

児童1人当たり年度144時間まで
（多胎児、障がい児、ひとり親家庭の場合は、児童1人当たり年度288時間まで）
◆利用上限時間の上限を超えた申請時間分は補助対象外となります。
利用上限時間を超えて申請があった場合は、上限時間を超えた日の時間以降を対象外とし、利用上限
時間の範囲内で手続きを進めさせていただきます。

令和８年度 大田区ベビーシッター利用支援事業

（一時預かり利用支援）のご案内
仕事などの日常生活上の突発的な事情のほか、リフレッシュ目的など様々な用途

で、一時的に保育が必要となった際に利用するベビーシッター利用料を区が補助し

ます。

大田区ホームページ

ベビーシッター利用支援事業
（一時預かり利用支援）

認定事業者一覧



利用者

①補助金交付申請書
・電子申請の場合、申請書の内容を申請フォームに直接ご入力いただくため不要です。

⑤利用明細書
※利用日・シッター名・児童名・利用時間・保育料・支払い金額・クーポンや福利厚生、ポイント等の割引額・保育料以
外の経費・共同保育等の内訳が分かるものです。 （領収書にこれらの内訳記載がない場合に必要となります。）

区様式
（ホームページからダウン

ロードしてください。）

②ベビーシッター利用内訳表
・利用内訳表内の「記入上の注意事項」のご確認をお願いします。
・児童1人につき利用した月ごとに作成してください。（利用内訳表の提出はひと月につき1回としてください。）
◆電子申請される場合で、Numbersを利用してデータを作成している方のみ該当
データ添付の際は、Numbersで保存せずに、Excel形式で保存してから添付をお願いします。

ご利用になる前に、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」
（こども家庭庁ホームページ）をご確認ください。

２．ご利用の流れ

「東京都の認定事業者一覧」から事業者を選び、申請者様が直接契約を結びます。
※契約時、必ず事業者へ「ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）を活用する」とお伝えください。
※区は直接利用に関与しないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。

ベビーシッターを利用し、料金を支払います。事業者から「領収書」、「利用明細書（領収書に利用明細が明記されている場合は不要）」、「ベ
ビーシッター要件証明書」を受け取ってください。
◆【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことが分かる書類（コピー可）
　クーポン利用や勤務先の福利厚生、ポイント利用した金額等が利用明細書から確認できない場合は、割引されたことがわかる明細書等
の書類提出が別途必要です。

申請書に必要書類を添えて、申請書類提出期限（必着）までに申請してください。（郵送または電子申請（LoGoフォーム））※郵送でご申
請される場合の申請書類提出先は区ホームページをご覧ください。
※メールやFAXでの申請は受付できません。

児童1人に対してベビーシッター1人による保育であること。
※共同保育も対象となります。
共同保育とは、保護者とベビーシッターが共同して保育することで子育ての不安を解消することを図り
ます。なお、保護者が契約において同意していること、保護者は常に保育に関わっていることが必要で
す。

⑦対象となる保育基準

⑥振込先口座を確認できる資料
◆申請書記載の申請者(保護者)名義の口座を指定してください。
◆各年度の初回申請時（各年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します）および口座変更時に提出
してください。
・「金融機関名」、「支店名」、「口座番号」、「口座名義」が確認できる書類の写しを必ず提出してください。
・必要項目以外の情報は必要に応じてマスキング等処理をお願いします。

事業者
発行

③ベビーシッター要件証明書
◆毎月の申請ごとに提出してください。
※ひと月に複数のベビーシッターを利用した場合は、利用したベビーシッター全員分の「ベビーシッター要件証明
書」を提出をしてください。

④領収書
◆領収書の宛名と申請者（保護者）は同一にしてください。（申請者と同一ではない場合は、同一世帯の保護者で
あること。）
◆領収書上でクーポンや福利厚生等の割引きについて「利用見込み」等の記載がある場合については、必ず利用
日時や金額が記載されている「利用明細」の添付をお願いします（クーポンや福利厚生等の割引きの利用が無い場
合は、「利用見込み」等の記載がない領収書のご提出をお願いします。）。

①事業者と契約（利用者⇔事業者）

②サービスの利用・支払い（利用者⇔事業者）

③補助金の申請（利用者⇒区）

こども家庭庁ホームページ



５．令和８年度　申請スケジュール

４．申請方法

≪郵送で申請する場合≫

「補助金交付申請書」、「ベビーシッター利用内訳表」を区ホームページからダウンロードし、ご記入のうえ、必要書類を添えて以下郵送先
まで提出してください。

≪郵送先≫
「〒171-0014　東京都豊島区池袋2-65-18　池袋WESTビル2階
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
大田区ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）事務局　宛て」
※ 事務局は令和８年度中に移転を予定しております。
　　郵送で書類を提出する際は、ホームページの最新情報をご確認のうえ、郵送いただけますようお願いします。

※郵送で提出される場合、申請書類提出期限を確認の上、余裕をもってご提出ください。
郵送事故等の補償はできかねますので、ご不安な場合はレターパックなど追跡可能な郵送方法で提出してください。

申請書類の審査後、「交付決定通知書」を送付し、指定された申請者様の口座へ補助金交付決定額を振り込みます。
※審査結果によって、交付決定額が申請額より低くなる場合があります。

区ホームページ内の申請フォームよりご申請ください。
（申請時に「利用内訳表」「領収書」「要件証明書」等の必要書類を添付してください）

≪ご利用上の注意≫
①Numbersを利用してデータを作成された場合、利用内訳表のデータ添付の際にNumbersで保存せずに、Excel形式で保存してか
ら添付をお願いします。
②添付するファイル名に（ ￥  / : , ; * ? 〈 〉 | ）の記号を使用しないでください。

※各申請書類提出期限に間に合わない場合でも、最終提出期限（令和９年４月15日（必着））までであれば受け付けます。

※提出書類の不備や不足のために、再提出が必要となった場合は、原則「利用月ごとに定められている申請書類提出期限まで」にご提出
をお願いします。申請書類提出期限内にご提出が間に合わなかった場合は、次の申請書提出期限の入金予定日となります。

⑦「身体障害者手帳・愛の手帳（東京都療育手帳）・精神障害者保健福祉手帳」、「障害児通所受給
者証」のいずれかの障がい児であることが確認できる資料の写し
◆各年度の初回申請時（各年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します）に提出してください。
◆有効期限更新（精神障害者保健福祉手帳または障害児通所受給者証）や認定状況の変更があった際は、必ずそ
の都度提出してください。

利用者
（該当者のみ）

⑧「戸籍謄本」、「児童扶養手当証書」、「児童育成手当認定通知書（児童育成手当支給継続通知書
でも可能）」または「ひとり親医療証」のいずれかのひとり親家庭であることが確認できる資料の
写し
◆各年度の初回申請時（各年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します）に提出してください。
◆世帯状況に変更があった際は、都度提出してください。
・「戸籍謄本」は発行日から1か月以内のものをご用意ください。
・「ひとり親医療証」、「児童扶養手当証書」が有効期限内であるかご確認ください。
・児童育成手当認定通知書（児童育成手当支給継続通知書）が最新の通知であるかご確認ください。

≪電子申請（LoGoフォーム）で申請する場合≫

④交付決定（区⇒利用者）



５．その他

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（大田区委託事業者）

区ホームページ内の「よくある質問（FAQ）」にお問い合わせの多い内容をまとめています。ぜひご活用ください（随時更新します。）。

電話番号　：0120-462-887　（フリーダイヤル）

メール　：PBD-ota-baby@persol.co.jp

※英語・中国語対応可能

事業内容や申請に関するお問い合わは、下記コールセンターまでご連絡ください。

大田区ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）コールセンター

受付時間：平日午前9時から午後5時まで（土日・祝日を除く）


